
堺市農業委員会委員候補者の選定等に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下

「法」という。）第８条第１項の規定による農業委員会委員（以下「農業委員」

という。）の任命に係る候補者（以下単に「候補者」という。）の選定手続等につ

いて、法、農業委員会等に関する法律施行令（昭和２６年政令第７８号）及び農

業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号。第４条におい

て「省令」という。）に規定するもののほか、必要な事項を定める。 

（推薦の求め等の期間） 

第２条 法第９条第１項の規定による推薦の求め及び募集（次条において「推薦の

求め等」という。）の期間は、その開始の日から起算して２８日間とする。ただ

し、市長が特に必要と認める場合は、これを延長することができる。 

（推薦の求め等の周知） 

第３条 市長は、推薦の求め等を行うときは、募集時期、応募方法等の推薦又は応

募に必要な事項について、本市の広報紙及びウェブサイトに掲載すること等によ

り、その周知を図るものとする。 

（推薦手続等） 

第４条 法第９条第１項の推薦をしようとし、又は同項の募集に応募しようとする

者は、省令第５条第１項の書類として、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号

に定める書面を市長に提出しなければならない。 

(1) 個人が推薦する場合 堺市農業委員会委員推薦申込書（個人推薦用）（様式

第１号） 

(2) 法人又は団体が推薦する場合 堺市農業委員会委員推薦申込書（法人又は団

体推薦用）（様式第２号） 

(3) 応募する場合 堺市農業委員会委員応募申込書（様式第３号） 

（公表） 

第５条 法第９条第２項の規定による公表は、本市ウェブサイトに掲載することに

より行う。 

（候補者の選定） 

第６条 市長は、次条に規定する堺市農業委員会委員候補者選定庁内委員会の審議

及び審査の結果を踏まえ、候補者の選定を行う。 

（堺市農業委員会委員候補者選定庁内委員会） 

第７条 法第９条第１項の推薦を受けた者及び同項の募集に応募した者（次条にお

いてこれらを「被推薦者等」という。）のうちから、候補者として適する者を選

定するため、堺市農業委員会委員候補者選定庁内委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

（所掌事務） 

第８条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 候補者の選定に係る審査基準の審議に関すること。 

(2) 候補者の選定に係る被推薦者等についての審議及び審査に関すること。 

（組織） 



第９条 委員会は、委員長、副委員長及び委員（第１１条においてこれらを「委員

等」という。）で組織する。 

２ 委員長は、農政部長の職にある者をもって充てる。 

３ 副委員長は、農地課長の職にある者をもって充てる。 

４ 委員は、都市計画課長及び農水産課長の職にある者をもって充てる。 

（委員長の職務等） 

第１０条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第１１条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長とな

る。 

２ 委員会は、委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員等（議長を除く。）の過半数で決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

４ 委員等は、自己の利害に関係する議事に加わることができない。 

（関係者の出席） 

第１２条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の

出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができ

る。 

（庶務） 

第１３条 委員会の庶務は、農地課において行う。 

（農業委員の補充） 

第１４条 市長は、罷免、失職、辞任等により農業委員に欠員が生じた場合は、こ

の要綱に定める手続により、速やかにその補充に努めるものとする。 

２ 市長は、農業委員の欠員が定数の５分の２を超えた場合は、この要綱に定める

手続により、農業委員を補充するものとする。 

（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、候補者の選定手続等について必要な事項

は、農政部長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年１月１４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年１月２８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月２５日から施行する。 


